
 

 

令和７年１月 24日 

危険ドラッグの成分４物質を知事指定薬物に指定 

本日、神奈川県薬物濫用防止条例（以下「条例」という。）第 10条第 1項の規定に基づき、県内

で濫用又はそのおそれがある４物質を新たに知事指定薬物として指定しました。 

 これにより、令和７年１月 25 日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等が禁止と

なります。 

 なお、この４物質が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に指定

する大臣指定薬物に指定された場合は、知事指定が失効します。 

 県は、今後も危険ドラッグの流通状況を監視し、新たな知事指定薬物を指定していきます。 

１ 新たに「知事指定薬物」として指定した物質 

今回、新たに指定する４物質は、いずれも興奮若しくは抑制又は幻覚の作用等を有しています。 

 通称名 化学名 

１ 

２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、 

２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、２－ＦＸＥ、 

２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－

ｅｔｈｙｌ－ｋｅｔａｍｉｎｅ 

２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロ

フェニル）シクロヘキサン－１－オン及びそ

の塩類 

２ 

Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、 

Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ Ｍｅｔｏｎｉ

ｔａｚｅｎｅ 

２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－

５－ニトロ－１－［２－（ピロリジン－１－

イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダ

ゾール及びその塩類 

３ １ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ 

（８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパ

ンカルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１

０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキ

シアミド及びその塩類 

４ １ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ 

（８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）

－Ｎ－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）

－６－メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴ

リン－８－カルボキシアミド及びその塩類 

なお、疾病の診断、治療等に用いることや、国や地方公共団体等における学術研究又は試験検査の用

途等の目的で知事指定薬物を所持等することは、条例第 12 条及び条例施行規則第１条により正当な理

由として規制の対象から除外しています。 

２ 県民の皆さまへ 

「危険ドラッグ」とは、規制薬物（覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら）又

は指定薬物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第 15 項

に規定する指定薬物）に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する成分及びこ

れらの成分を含有する物品を指します。使用をやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異

常行動を起こすことが多数報告されていますので、絶対に使用したり、関わったりしないでくだ

さい。 

また、「合法」と称して販売されている製品であっても、身体に有害な作用を及ぼす物質が含

まれているものがあり、大変危険です。 



 

 

＜参考＞ 

○神奈川県薬物濫用防止条例 

 事件、事故が相次ぎ、社会問題化した危険ドラッグをはじめとする薬物濫用に対し、迅速か

つ独自に濫用防止を図り、県民の健康及び安全を確保するとともに、県民が安心して暮らすこ

とができる社会の実現に寄与するため、平成 27年３月 20日に制定し、同年４月１日から施行

された。（取締り等の規制は６月１日から施行。） 

 

○知事指定薬物 

 条例により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（維持又は強化の作用を含む）

を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそ

れがある薬物のうち、県内で現に濫用され、又は濫用されるおそれがあるとして、知事が指定

したもの。 

 指定にあたっては、あらかじめ神奈川県薬事審議会の意見を聴かなければならない。 

 

［神奈川県薬物濫用防止条例（抜粋）］ 

（知事指定薬物の指定） 

第 10 条 知事は、第２条第６号に掲げる薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又

は濫用されるおそれがある薬物を知事指定薬物として指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ神奈川県薬事審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による指定をする場合には、知事指定薬物の名称、指定の理由その

他必要な事項を告示しなければならない。 

４ 第 1項の規定による指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。 

（製造等の禁止） 

第 12 条 何人も、知事指定薬物を疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危

害の発生を伴うおそれがない用途として規則で定めるもの（以下「医療等の用途」という。）

以外の用途に供するために製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲

り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。  

 


